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8 太監公示第 3 号 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により、監査の結果に基

づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。 

 

令和 8 年 3 月 31 日 

太宰府市監査委員  吉 野    茂 

 

太宰府市監査委員  今 泉 義 文 

 

記 

 

１ 平成 29 年度定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況（都市整備部建設課） 

監査結果 措置状況（方針） 通知日 

公園台帳について 

都市公園法第 17 条第 1 項では、「公園

管理者は、その管理する都市公園の台帳

を作成し、これを保管しなければならな

い。」とされている。さらに、都市公園

法施行規則第 10 条第 4 項で、「記載事項

に変更があったときは、公園管理者は、

速やかにこれを訂正しなければならな

い。」とされている。しかしながら、台

帳は作成されているものの、記載事項が

更新されていないものが多く見受けら

れた。 

順次すべての公園について台帳の記

載内容の確認を行い、台帳の整備を進め

るべきである。定期的に台帳の記載事項

の確認・更新を行い、関係法令に則った

適正な公園管理に努められたい。 

特に 5,000 ㎡以上の公園については早

急に台帳を整備されたい。少なくとも公

園の現況を把握することが肝要である。 

 

 

本年度は、面積 2,000 ㎡以上の公園

（全 16 公園）について、公園台帳の

内容確認を実施し、確認作業を行って

おり、併せて、随時公園台帳の更新作

業を実施しております。 

引続き、適正な公園管理に努めてま

いります。 

R7.12.9 
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道路用地の借入について 

相続人が多数となっている土地や所

有者の所在把握が困難な土地等につい

ては、事業の推進において様々な支障が

生じているため、国土交通省がガイドラ

インを作成している。 

道路用地は取得が原則であり、平成 22

年度の土地賃貸借契約締結の起案文書

でも、契約相手方と用地買収について今

後とも継続協議を行うという確認がと

れている。 

遺産分割協議が終了していない土地

に関して、相続人の一人と賃貸借契約を

しているが、その契約の有効性について

も検討を行うとともに、国土交通省のガ

イドライン等を参考にされ、当該用地取

得に向けて努力されたい。 

用地取得に向け土地管理人（相続人

の一人）に相続手続きを促すととも

に、市も協力しているところですが、

相続人が多数おられるため費用負担

が相当かかることが予想され、用地買

収額では見合わないとの理由で協力

が得られない状況です。 

なお、国土交通省のガイドライン

は、所有者が把握できている本件には

適用されず、相続登記をしないまま所

有権移転登記を可能とする制度では

ありません。 

また、道路用地として利用する権原

が必要であることから、やむを得ず賃

貸借契約を締結しています。賃貸借契

約の解除は市道として長い間利用い

ただいている市民の不利益につなが

る可能性があります。 

所有者不明土地に関しては全国的

な問題となっており、現在解消に向け

民法や不動産登記法の改正が行われ

ている状況であることから、今後これ

らの施行状況を見ながら相続手続き

を促し、用地取得につなげていきたい

と考えています。 

さらに、賃貸借契約の相手が高齢で

あるため、現時点で、契約相手と合意

している内容について令和６年４月     

２６日付けで覚書を締結しました。 

R7.12.9 
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２ 令和元年度財政援助団体等監査 

監査の結果及び措置状況（教育部文化学習課） 

監査結果 措置状況 通知日 

いきいき情報センターの管理について 

いきいき情報センターの指定管理協

定書及び仕様書には、文化学習情報セン

ター、生涯学習センター及びいきいき情

報センター駐車場を管理するほか消防

用設備やエレベーター、機械警備等の施

設全体に関わる設備の保守点検業務等

が規定されている。 

しかし、防災や危機管理等における建

物全体の施設管理者としての業務、共有

フロアや設備に係る業務、他団体占有ス

ペースの管理及び管財課所管の普通財

産の付帯設備の管理等において、一部業

務範囲や責任の所在が明確にされてい

ない状況が見受けられた。 

それらの業務には、文化学習課の事務

分掌外のものも含まれているが、現在、

指定管理協定書第 21 条に緊急時の対応

について規定もあり、建物の管理上、振

興財団が一部担っている。 

いきいき情報センターの管理体制に

ついて、文化学習課の責任範囲（事務分

掌）を明確にしたうえで、振興財団へ指

定管理する業務内容を仕様書に記載す

るとともに、関係各所へ指定管理の内容

を了解させる必要があるものと思われ

る。 

 令和 5 年度から文化学習課が管理

を行う 1 階のうち、賃貸借契約を締結

しているテナント部分（4 件）、保健セ

ンター、高齢者支援課事務室を除き、

指定管理者の管理部分とすることで

協議を行い、令和 8 年からの指定管理

者の指定の際に、一部仕様を変更しま

した。 

 令和7年太宰府市議会第4回(11月)

定例会において、太宰府市いきいき情

報センターの指定管理者の指定につ

いて議決されましたので、今後協定の

締結をする予定です。 

R7.12.5 
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３ 令和 3 年度財政援助団体等監査 

監査の結果及び措置状況（教育部文化財課） 

監査結果 措置状況(方針) 通知日 

（古都大宰府保存協会分） 

○補助金の経理及び収益事業について 

保存協会に対する補助金の目的とな

る経費は、嘱託職員、臨時雇、役員の人

件費等とされており、保存協会の正味財

産増減計算書内訳表において、補助金は

経常収益に、人件費等は経常費用に、そ

れぞれ公益目的事業会計、収益事業等会

計及び法人会計へ振り分けられて記載

されていたが、振り分けられた補助金

（経常収益）と人件費等の金額（経常費

用）が符合しない箇所が見受けられた。

公益目的事業会計、収益事業等会計及び

法人会計それぞれにおいて、補助金収入

と補助金の目的たる支出が符合するよ

うに事業ごとの区分経理を行い、適正な

事務処理を行っていただきたい。 

なお、収益事業に補助金を交付するこ

とについては、疑念があるところであ

る。 

また、収益事業等会計に計上される収

益事業は「史跡解説パンフレット・書籍

等の制作・販売」、「会員向け事業」の 2

つとされている。 

収益事業のうち「史跡解説パンフレッ

ト・書籍等の制作・販売」は、事業の収

支が経常的な赤字を抱えていることも

あり、一方で大宰府史跡保存に関する広

報普及を図るための事業の 1 つの方策と

も考えられるため、この事業を公益目的

事業の「史跡保存に関する広報普及事

業」に含ませることを再検討されたい。 

 事業内容とその予算の組み立て、そ

れに対して公益法人会計が求める収

支相償とが難しいため、補助金の振り

分けについては、平成 25 年度の公益

認定申請時から現在のような処理を

行ってきたと説明を受けています。た

だご指摘のように事業毎の振り分け

状況が見えにくいという課題があり、

補助金の目的たる支出が符合しにく

い状況となっています。 

 このため、事業実施における適正な

予算の組み立てを行うため、公益目的

事業会計、収益事業等会計、法人会計

を精査し、補助金収入・目的に支出の

流れがわかる事業毎の区分経理を行

うよう、予算書の組み立てを指導して

います。 

 その際、収益事業に補助金を充てな

いよう指導しています。 

 予算書につきましても、公益目的事

業会計、収益事業会計、法人事業会計

ごとに収支を記載するようにしてお

ります。 

 また、「史跡解説パンフレット・書籍

等の制作販売」も、「史跡保存に関する

広報普及事業」で実施するように変更

しています。 

 しかし、収益事業への補助金の充当

につきましては、補助金が人件費に関

するものであるため、現状では補助金

の一部を収益事業に充てている状況

となっておりますので、継続して指導

を行っていきます。 

R7.12.5 

（文化財課分） 

○補助金の審査及び契約書等への補助

金の明記について 

補助金の実績報告について文化財課

は審査を行っているが、上記の補助金と

補助金の目的たる支出が符合しないこ

 収益事業を含む事業費に振り分け

られている補助金について精査し、補

助金を適切に執行するため、事務・会

計処理について引き続き検討を進め

てまいります。 

 改善点について、史跡管理・普及啓

R7.12.5 
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とについては確認していなかった。補助

金の所管課として実績報告を十分精査

されるとともに、事務及び会計処理につ

いて適切に指導されたい。 

さらに、保存協会が受託している史跡保

存広報事業や史跡整備事業、大宰府展示

館や水城館の指定管理事業の契約にお

いて、これらに係る人件費は各事業の契

約額には計上されず補助金で賄われて

いる実態があるので、この点について

は、契約に係る費用が市民に分かるよう

契約書等に明記しておくべきである。 

発等受託事業における人件費を補助

金で賄っていることについて、令和５

年度契約より契約書等に明記してお

ります。 

 なお、指定管理事業における人件費

については、上記の「事業実施におけ

る適正な予算の組み立てを行う」こと

を念頭に、令和 5～7 年度契約の際、

一部の人件費を指定管理料に含めま

した。このように措置をとっています

が、指定管理契約のみの人件費振分け

はまだ課題があり、このため、補助金

で賄っていることについての契約書

明記は、当該期については保留として

います。令和 8～10 年度の契約書に明

記します。 

 

 

４ 令和４年度学校監査 

監査の結果及び措置状況（教育部学校教育課） 

監査結果 措置状況(方針) 通知日 

○学校徴収金の未納金に関する取扱い

について 

学校徴収金の未納金については、各学

校において未納家庭への督促等や就学

援助費、児童手当からの充当を行うこと

で、多くの場合徴収できている状況であ

った。 

未納金が回収不能となった場合の不

納欠損の手続きの整備については、以前

から指摘しており、未納金の取扱いにつ

いて実態を踏まえた規程等を早急に整

備されたい。 

各学校においては、引き続き未収入

金の回収に努めるとともに不納欠損

処理の方法等につきまして、債権管理

条例の整備等、全庁的に取り組む必要

がある部分がありますが、ご指摘のよ

うに実態を踏まえた方法について内

規を整備し、対応を進めていきます。 

R7.12.9 
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５ 令和 5 年度第 1 期定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況（市民生活部人権政策課） 

監査結果 措置状況 通知日 

○太宰府市住宅新築資金等貸付事業特

別会計の一般会計繰入金について 

弁護士等委託料について、同額を一般

会計からの繰入をしているが、特別会計

内で対応を図ることが相当と考えられ、

条例の運用、改正を検討されたい。 

弁護士等委託料について、費用対

効果の観点から見直しを行い、令和 8

年度以降の弁護士相談は、市が契約

している顧問弁護士との相談を必要

に応じて実施する方針とします。そ

のため、予算の計上は行わず、一般会

計からの繰入も実施しません。 

R8.1.19 

監査の結果及び措置状況（都市整備部建設課） 

監査結果 措置状況(方針) 通知日 

○灌漑用揚水ポンプ施設管理基金の運

用について 

灌漑用揚水ポンプ施設管理基金にお

いては、新たな積み立ても考えられてい

ないことから、その設置の目的及び基金

としての意義を検証のうえ、その存廃に

ついて検討されたい。 

 灌漑用揚水ポンプ施設管理基金

は、基金対応箇所が 16 か所あり、令

和６年度末現在 502,382 円となって

おります。 

基金の存廃につきましては、農業

者等利害関係者との調整が必要です

ので、引き続き検討してまいります。 

R7.12.9 

 

６ 令和 7 年度第 2 期定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況（教育部スポーツ課） 

監査結果 措置状況 通知日 

○行政財産使用許可書に係る適正な事

務処理について 

行政財産使用許可書において、文中の

申請日、使用料の納入期限及び使用目的

に誤記が見受けられた。更なる注意を払

い事務を執り行われたい。 

 行政財産使用許可書の誤記につい

て修正。 

R8.3.25 

 


